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令和７・８年度入札参加資格審査申請の受付について

令和６年度里親説明会の開催について

　里親とは、様々な事情により家庭で暮らすことのできない子どもを、県からの委託で家庭に迎え、一定
期間養育する方のことをいいます。説明会では里親制度に関する説明や、先輩里親の体験談を聞くことが
できます。里親について興味がある方や希望される方はぜひご参加ください。

【日にち】　令和６年１１月３０日（土）
【時　間】　１０時～12時まで
【場　所】　鶴岡市勤労者会館　大会議室
【申　込】　令和６年１１月２２日（金）まで　※要予約
【問合せ】　子ども家庭支援センター「チェリー」
　　　　　☎0237－84－7111

お電話もしくは右のQRコードから
お申し込みください。▶

里親の種類
【養育里親】　事情により親もとで生活する事が出
来ない子どもを家庭に帰れるようになるまで養育
します。
【専門里親】　専門的な援助を必要とする子どもを
養育します。
【養子縁組里親】　養子縁組が望まれる子どもを、
自分の養子とすることを前提に養育します。
【親族里親】　両親の病気等でやむを得ない場合
に、子どもの扶養義務者とその配偶者が里親とし
て養育します。

　令和７年２月に、令和７・８年度に町が発注する「建設工事」、「測量・建設コンサルタント等」、「物品
購入・特定役務提供等」の入札等に参加を希望する事業者の入札参加資格審査申請の受け付けを予定して
います。

重　　要
変更点１　インターネットを利用した電子申請となります。申請書や必要書類は、

専用申請サイトにアップロードして提出いただきます。
変更点２　町外の事業者からは、申請手数料（システム利用料）をいただきます。

【申 請 時 期】　令和７年２月１日～２月２８日（予定）
【受 付 方 法】　インターネットを利用した電子申請となります。紙での提出は不要です。
　　　　　　　募集要項等を含めて詳細が決まり次第、町ホームページに掲載します。
【申請手数料】　※システム利用料
　　　　　　　 ▼町内事業者　無料（本社または委任先が金山町内である事業者）
　　　　　　　 ▼町外事業者　１申請あたり1,540円（税込）

システム内に支払画面が表示され、クレジットカード等での支払いとなります。システム
運用会社への支払いとなり、町への支払いは受け付けておりません。なお、変更申請には
システム利用料が発生しません。

【問　合　せ】　役場総合政策課　財政係　☎29－5604
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秋季火災予防運動を実施します

11月からフリースを販売します！

　寒い時期もあったかポカポカ！町オリジナルフリースを販売します。ウォームビズや団体用として多く
の方に着用いただいております。これから寒い時期が続きますので、ぜひお買い求めください。

【価　格】　１着2,500円

【カラー】　ブラック・グレー

【サイズ】　S・M・L・XL

【販　売】　役場総務課

【問合せ】　役場総務課　広報・DX推進係
　　　　　☎29－5601

令和７年度

認定こども園等への
入園案内について

分からないことはお問合せください

　国の「子ども子育て支援新制度」では、就学前におけるお子さんの教育・保育を保障するため「支給認定
制度」を導入しています。このため、認定こども園等の保育施設利用にあたっては、住所地の市町村より
教育・保育の必要性の確認のための認定を受けたお子さんについて入園の申し込みができます。
　認定こども園めごたまでは、令和７年４月から入園を希望されるお子さんを募集します！

【問合せ・申込】役場健康福祉課 子育て支援室　☎29－5622

　“おひさま”では子育て中の家族とそのお
子さんが集える交流の場を提供していま
す。リフレッシュ体操やものづくりなども
行っています。ほっと一息つきたい時や、
パパ・ママ・おじいちゃん・おばあちゃん
の情報交換の場としてお気軽にご利用くだ
さい。お待ちしております♪

【場　所】　金山町大字金山571（町体育センター前)

【時　間】　平日（９時～11時45分・午後１時30分～３時45分）

【利用料】　無料（一時預かりについては別途お問合せください）

【問合せ】　地域子育て支援センターおひさま
　　　　　☎52－2272

金山町地域子育て支援センターおひさま

新規入園児について

【入所要件】　※令和７年４月１日現在の年齢
①満３歳以上のお子さん
　保育の要、不要に関わらず入園する事ができます。
②満８ヶ月以上３歳未満のお子さん
保護者が、仕事や病気などで家庭での保育ができ
ない状況と認められた場合（保育を必要とする場
合）に入園する事ができます。

【申込方法及び提出先】
　所定の申込書に必要事項を記入し、就労証明書な
ど保育の必要性を証明する書類を添えて、健康福祉
課に提出してください。

【認定結果及び入園決定通知】
　家庭状況（保護者に加え６５歳未満の同居祖父母の
就労状況等含）や保護者の希望等を踏まえ、内容を
審査し、必要に応じて利用調整（選考）を行います。
認定結果及び入園の決定については、１月下旬～２
月初旬頃に保護者にお知らせいたします。

継続して入園する園児について

　町から支給認定を受け、すでに入園しているお子
さんについては、新たに入園の申込みを行う必要は
ありません（ただし、満３歳未満のお子さんについ
ては、保護者の就労状況等により家庭で保育ができ
ない状況の場合のみ、継続入園が可能となります）。
※園を通して別途「入園継続確認書」を配付いたし
ますので、提出をお願いします。

【申込書配布場所】
役場健康福祉課 子育て支援室窓口
※11月５日（火）から配布開始。

【受付期間】
11月11日（月）～11月29日（金）
※必ず期間内に提出してください。

オンライン申請は
こちら▼

11月９日（土）～15日（金）の運動期間中は朝夕７時にサイレンを鳴らします。

住宅防火  いのちを守る  １０のポイント
【４つの習慣】
① 寝たばこは絶対にしない、させない。
② ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
③ こんろを使うときは火のそばを離れない。
④ コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

【６つの対策】
① 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。
② 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。
③ 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは防炎品を使用する。
④ 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。
⑤ お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。
⑥ 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。

金山町・金山町消防団・消防署金山支署

◀町オリジナルフリースのイメージ

あたたかくて着やすく、
シンプルなデザインに
なっています！！
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